
　　　　　該当なし

　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　該当なし

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）

　（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）

　（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　　なお、「居宅介護支援」は公益事業に該当するが幸生福祉会九十九園拠点区分と一体的に実施している

　　　　ため、社会福祉事業の幸生福祉会九十九園拠点区分としている。

　（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）

　　　　当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

　　　　①幸生福祉会　九十九園（社会福祉事業）

　　　　　　本部、介護福祉、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、居宅介護支援

　　　　②幸生福祉会　九十九園ケアハウス（社会福祉事業）

　　　　　　ケアハウス

　　　　③幸生福祉会　九十九園診療所（公益事業）

　　　　　　診療所

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

３．重要な会計方針の変更

４．法人で採用する退職給付制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

令和 年 月 日

計算書類に対する注記（社会福祉法人幸生福祉会）
別紙１



令和 年 月 日

計算書類に対する注記（社会福祉法人幸生福祉会）
別紙１

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

250,939,076 250,939,076

597,141,326 14,925,600 38,434,239 573,632,687

848,080,402 14,925,600 38,434,239 824,571,763

　　　　　該当なし

　　担保に供されている資産なし。

円

円

　　担保にしている債務の種類および金額なし。

円

円

　　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額 減価償却累
計額

当期末残高

250,939,076 250,939,076

1,659,209,976 1,085,577,289 573,632,687

72,757,300 72,757,300

2,185,226 960,503 1,224,723

40,033,963 18,438,347 21,595,616

24,944,106 19,248,917 5,695,189

142,719,435 123,603,016 19,116,419

2,955,000 2,925,450 29,550

572,400 467,460 104,940

130,970 130,970

2,196,447,452 1,251,220,982 945,226,470

　　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額 徴収不能引
当金の当期
末残高

債権の当期
末残高

62,447,658 62,447,658

62,447,658 62,447,658

６．基本財産の増減の内容及び金額

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

合計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

８．担保に供している資産

計

計

ソフトウェア

（単位：円）

土地

建物

土地

建物

構築物

機械及び装置

車輌運搬具

器具及び備品

権利

差入保証金

車両リサイクル料

合計

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している
場合は記載不要。）

（単位：円）

事業未収金

合計



令和 年 月 日

計算書類に対する注記（社会福祉法人幸生福祉会）
別紙１

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益はなし。

帳簿価額 時価 評価損益

　　関連当事者との取引の内容はなし。

役員の
兼務等

事業上
の関係

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

種類及び銘柄

合計

１２．関連当事者との取引の内容

（単位：円）

種類 法人等
の名称

住所 資産総額 事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

取引の
内容

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

取引金額 科目 期末残高関係内容

１３．重要な偶発債務

１４．重要な後発事象



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

168,129,181 168,129,181

404,626,418 9,255,600 26,087,885 387,794,133

572,755,599 9,255,600 26,087,885 555,923,314

　　　　　該当なし

　　担保に供されている資産なし。

円

円

　　担保にしている債務の種類および金額なし。

円

土地

建物

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

計

基本財産の種類

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園拠点）
別紙２



令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園拠点）
別紙２

円

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし。

帳簿価額 時価 評価損益

　　関連当事者との取引の内容はなし。

役員の
兼務等

事業上
の関係

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

１０．重要な後発事象

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高関係内容

９.重要な偶発債務

種類 法人等
の名称

住所 資産総額 事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

（単位：円）

種類及び銘柄

計

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

合計

８.関連当事者との取引の内容



令和 年 月 日



令和 年 月 日



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

　　　　　　　　　　　　　　ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

　　　　　①独立行政法人　福祉医療機構

　　　　　②一般財団法人　京都府民間社会福祉施設職員共済会

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

82,809,895 82,809,895

192,514,908 5,670,000 12,346,354 185,838,554

275,324,803 5,670,000 12,346,354 268,648,449

　　　　　該当なし

　　担保に供されている資産なし。

円

円

　　担保にしている債務の種類および金額なし。

円

土地

建物

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

計

基本財産の種類

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点）
別紙２



令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園ケアハウス拠点）
別紙２

円

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし。

帳簿価額 時価 評価損益

　　関連当事者との取引の内容はなし。

役員の
兼務等

事業上
の関係

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

　　　　　該当なし

１０．重要な後発事象

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高関係内容

９.重要な偶発債務

種類 法人等
の名称

住所 資産総額 事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

（単位：円）

種類及び銘柄

計

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

合計

８.関連当事者との取引の内容



令和 年 月 日

拠点）



令和 年 月 日

拠点）



　　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　　・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

　　　　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

　　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　　・建物、建築物、車両運搬具、並びに器具及び備品－定額法

　　　　　・リース資産

　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　（３）引当金の計上基準

　　　　　・賞与引当金　　－なし

　　　　　なし

　　当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　（１）幸生福祉会九十九園診療所拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

　（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

　（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

　　基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

　　　　　該当なし

　　担保に供されている資産なし。

円

円

　　担保している債務の種類および金額なし。

円

円

土地

建物

合計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

６．担保に供している資産

計

計

基本財産の種類

１．重要な会計方針

２．採用する退職給付制度

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所拠点）
別紙２



令和

計算書類に対する注記（幸生福祉会九十九園診療所拠点）
別紙２

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益なし。

帳簿価額 時価 評価損益

　　関連当事者との取引の内容はなし。

役員の
兼務等

事業上
の関係

　　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　　　該当なし

　　　　該当なし

　　　　　該当なし

１０．重要な後発事象

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら
かにするために必要な事項

取引の
内容

取引金額 科目 期末残高関係内容

９.重要な偶発債務

種類 法人等
の名称

住所 資産総額 事業の内容
又は職業

議決権の所
有割合

（単位：円）

種類及び銘柄

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

（単位：円）

合計

８.関連当事者との取引の内容



令和 年 月 日



令和 年 月 日


